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事実の概要

　平成22年、Ｘは夫と3人の子とともに札幌ドー
ム（以下、本件球場）に来場し、1塁側内野席で
日本ハムファイターズ（以下、本件球団）の主催
するプロ野球の試合を観戦した。座席は、選択可
能な内野自由席の中から夫が選択していた。Ｘは
観戦中ファウルボールの直撃を受け、右目を失明
した。打球は、若干の弧を描きつつ低い弾道で、
横方向への動きもわずかに含んで飛来し、打撃後
約 2秒でＸに衝突した（原判決の認定が引用されて
いる）。
　Ｘは野球についてほとんど知識も関心もなく、
ファウルボールの危険性もほとんど理解していな
かった。このようなＸが本件試合を観戦すること
になったのは、本件球団が「新しい客層を積極的
に開拓する営業戦略の下に、保護者の同伴を前提
として本件試合に小学生を招待する企画を実施
し」、子が観戦を希望したため、同企画に応じた
からであった。
　Ｘは、打撃の瞬間は見ていたが、その後ボール
を見ておらず、隣の席の二男の様子をうかがおう
とわずかに顔を下に向け、視線を上げた時には打
球がすぐ目の前に来ていた。この時、夫は長男と
ともに席を離れていた。
　Ｘは、本件球団（試合主催者）、札幌ドーム（本
件球場管理運営者）、札幌市（本件球場所有者）に
対し、失明による後遺障害等について損害賠償を
請求した。原判決は全ての被告についてＸの請求
を認容した１）。これに対し、被告らが控訴した。

判決の要旨

　本判決は、札幌ドームと札幌市の責任を否定し、
本件球団の責任のみを認めた。本件球団の責任に
ついても、球場の瑕疵ではなく、安全配慮義務違
反による責任のみを認めた。

　１　球場の設置・保存及び設置・管理の瑕疵
　　　（否定）
　「プロ野球の球場の『瑕疵』の有無につき判断
するためには、プロ野球の試合を観戦する際の上
記危険〔ボールとの衝突のこと―筆者〕から観客の
安全を確保すべき要請、観客に求められる注意の
内容及び程度、プロ野球観戦にとっての本質的要
素の一つである臨場感を確保するという要請、観
客がどの程度の範囲の危険を引き受けているか等
の諸要素を総合して検討することが必要であり、
プロ野球の球場に設置された物的な安全設備につ
いては、それを補完するものとして実施されるべ
き他の安全対策と相まって、社会通念上相当な安
全性が確保されているか否かを検討すべきであ
る」。「本件当時、本件ドーム（特に本件座席付近）
における上記内野フェンスは、……通常の観客を
前提とした場合に、観客の安全性を確保するため
の相応の合理性を有しており、社会通念上プロ野
球の球場が通常有すべき安全性を欠いていたとは
いえない」。

　２　球団の安全配慮義務違反（肯定）
　本件球団は、ファウルボールの危険性をほとん
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ど知らない者や子連れであるためにボールを注視
し回避措置を講じることが事実上困難である者の
参加を「暗黙の前提として本件企画を実施する以
上、……少なくとも上記保護者らとの関係では、
野球観戦契約に信義則上付随する安全配慮義務と
して、本件企画において上記危険性が相対的に低
い座席のみを選択し得るようにするか、又は保護
者らが本件ドームに入場するに際して、……危険
があること及び相対的にその危険性が高い席と低
い席があること等を具体的に告知して、当該保護
者らがその危険を引き受けるか否か及び引き受け
る範囲を選択する機会を実質的に保障するなど、
招待した小学生及びその保護者らの安全により一
層配慮した安全対策を講じるべき義務を負ってい
たものと解するのが相当である」。本件球団が、「招
待したＸら家族の安全により一層配慮した安全対
策を講じていたとは認められない」。

　３　過失相殺（Ｘ側 2割・本件球団 8割）
　「本件当時、Ｘは、野球に関する知識や関心が
ほとんどなく、ファウルボールに関する……具体
的な危険性を十分認識していなかったことを考慮
しても、本件事故の発生については、Ｘ側（Ｘの
夫を含む。）にも過失があったものと認められる」。

　４　野球観戦契約約款による免責（否定）
　本件のような「免責条項〔主催者や球場管理者
に帰責事由がある場合でも治療費等の直接損害に賠
償範囲を限定する等－筆者〕による法的効果を主張
するためには、観客であるＸにおいて、当該条項
を現実に了解しているか、仮に具体的な了解はな
いとしても、了解があったものと推定すべき具体
的な状況があったことが必要であるところ、本件
においてはかかる状況は認められない」。したがっ
て、免責条項について合意は成立していない。

判例の解説

　一　はじめに
　プロ野球の球場観戦における観客の事故として
は、本件以前に、ホームランボールの事例（ファ
イターズスタジアム）、ファウルボールの事例（宮
城球場）、折れたバットの事例（甲子園球場）があ

る２）。原判決は、同種の事例で損害賠償を認めた
初めての判決であった。本判決も損害賠償を認め
たが、それは、通常の観客の注意義務を原判決よ
りも高く設定した上で、通常の観客とは異なるＸ
の特殊な立場を考慮した判断であった。

　二　球場の設置・保存及び設置・管理の瑕疵
　　　（民法 717 条 1項・国賠法 2条 1項）
　球場の設置・保存及び設置・管理の瑕疵の評価
においては、臨場感と安全性の調整が重視される。
本件以前の裁判例は、通常の観客は飛来物に常時
注意すべきとの前提の下で、飛来物の回避可能性
を基準として臨場感と安全性を調整していたと考
えられる３）。原判決は、ボールの危険性を知らな
い観客が相当数存在するとし、また、全打球を注
視すべきとの要求は現実的でないとして、観客は
常時ボールを注視する必要はないとした。先例と
異なる立場といえる。
　本判決は、通常の観客は「基本的に」ボールを
注視し、回避措置を講じるべきである、子連れで
あるためにそれが困難な場合には席の選択を工夫
する等の注意を払うべきである、とした。全ての
観客が常時試合に集中し続けることは想定しがた
い等のＸの主張を退けていることからすると、本
判決は、通常の観客は常時ボールを注視し、本件
のような打球についても回避措置をとるべきであ
る、と考えていると思われる。
　本件判決の上記判断は、ボールの危険性に対す
る不知を原則として考慮しないとの判断に基づい
ている。すなわち、「プロ野球は、我が国におい
て長年にわたり親しまれ、広く普及しているプロ
スポーツであって、その観戦は、テレビ等のメディ
アを通じたものも含め、国民的な娯楽の一つと
なっているから」、ボールとの衝突という球場観
戦の本質的・内在的危険は、「少なくとも自ら積
極的にプロ野球の試合を観戦するために球場に行
くことを考える観客にとっては、通常認識してい
るか又は容易に認識し得る性質の事項であると解
され、観客は、相応の範囲で、プロ野球というプ
ロスポーツの観戦に伴う上記の危険を引き受け」
ているとされた４）。ここには、プロ野球観戦の国
民的娯楽としての普及度からすると、通常の観客
はプロ野球に一定の関心と知識を持って来場して
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いるはずであり、それゆえ球場での注意喚起等に
よって上記危険には容易に気付けるはずとの評価
があると思われる。ファウルボールの危険は容易
に認識可能とする先例はあったが（宮城球場事件
判決）、通常の観客の属性を「自ら積極的に」と
設定する点で、より丁寧な論理構成となっている。
　本判決は、原判決よりも通常の観客の注意義務
を高く設定した分、臨場感の確保により大きく配
慮している。すなわち、施設面での安全性確保の
程度は、通常の観客の希望と球場施設の現実の社
会的受容状況（標準的形態）に従って判断されて
いる５）。ただし、本判決は、本件打球は通常の観
客にとっておよそ回避不可能なものとはいえない
と判示しているから、打球が回避可能な範囲内で
のみ、上記基準による臨場感の確保を認めている
と考えられる。

　三　主催者（本件球団）の安全配慮義務６）

　本判決によれば、野球の知識・経験不足や年齢
等により「危険性をあまり認識していない者や自
ら回避措置を講じることを期待し難い者」は、通
常の観客から外れるため、球場の瑕疵の評価にお
いては考慮されない。しかし、「危険性の具体的
な告知や追加の安全対策等」が、当該球団と当該
顧客の関係で個別に安全配慮義務違反の問題とな
り得るとされる。
　本判決は、小学生招待企画に応募したＸの立場
に着目し、本件球団の安全配慮義務違反を認めた。
本件球団は、球場で十分注意できない状態の保護
者をそれと分かって招待したのだから、通常の観
客が引き受けるべき危険を引き取ったといえる。
本件球団がＸに危険を戻すためには、Ｘによる自
覚的な危険の引受けが必要である。本判決指摘の
通り、チケット裏の記載では、Ｘ側が危険を実際
に認識することすらできないから不十分である。

　四　過失相殺７）

　原判決と異なり、本判決は、ファウルボールの
危険にＸが気付けたであろう事情を指摘し、さら
に、打撃の瞬間は見ていたのにボールから目を離
したことを指摘して、Ｘの過失を認めた。ここに
は、Ｘはファウルボールの危険性に気付くべき
だったとの評価があると思われる。しかし、Ｘは

ボールの危険を知らない状態での来場を前提とし
て招待されたのだから、ボールの危険性を見出す
努力をしなかったことを以て、Ｘの過失とは評価
できないと思われる。
　判例は配偶者の過失を過失相殺で考慮してお
り８）、本判決も夫の過失を考慮している。相対的
に危険性の高い席を選択したことと、席を離れた
ことを夫の過失と評価している。夫もＸと同じ本
件企画の招待客だから、ボールの危険性を知って
いることが過失評価には必要となろう。

　五　野球観戦契約約款における免責条項の効力
　本件は裁判所が上記免責条項について判断を示
した初めての事例である（原判決は消費者契約法
10 条により無効と判断）。
　本判決は約款の置き場所等についても詳しく述
べているが、より注目されるのはチケット裏の免
責告知の記載に関する判断である。本判決は、約
款は観戦マナーに関連して小さな文字で引用され
ていたに過ぎないと指摘し、合意の成立を否定し
た。チケット購入前にチケットを裏返して読む等
特別の行動をとらなければ、観客は、契約成立前
に、免責条項の内容どころか約款があること自体
気付けないのが現状であろう。本判決は、観客が
通常の行動で気付ける形での、免責条項の表示を
求めたものと考えられる。これは、実質的開示を
重視する約款論と共通の立場に立つ判断である９）。
本判決の立場からは、他の条項（マナーやボール
注意等）の取扱いが課題となろう 10）。

　六　本判決の妥当性と残された課題及び
　　　プロ野球に対する影響
　本判決は、プロ野球の球場観戦について、①通
常の観客は（注意喚起措置を前提として）常時ボー
ルに注意し回避措置をとる義務があり、その義務
を尽くして避けられる打球の範囲内では施設面で
臨場感を優先してよい（なお、エキサイティングシー
トは通常の注意では回避できない打球が飛来するか
ら、臨場感を優先する前提として事前の特別の危険
告知や安全対策が必要とされよう）、②その上で、
上記注意義務を果たせないＸのような観客につい
ても、個別事情に鑑み追加的な安全配慮が必要と
なる場合があると判断したといえる。この二段構
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えの判断は妥当と考える 11）。ただ、通常の観客
に上記注意義務を課すことは妥当であるが、国民
的娯楽性に基づいてボール衝突の重大な危険性を
容易に認識できると評価できるかはなお検討が必
要と思われる。また、本判決は本件打球を回避可
能としたが、詳細な判示はなく、また、筆者はこ
の点につき科学的知識を欠くので、評価を留保し
たい 12）。
　本判決によれば、本件球場の内野フェンスの改
修は不要である（なお、球場の瑕疵を認めた原判決
によっても、危険性の告知方法を改善し観客に現状
施設での危険を引き受けさせることで、施設の改修
を避けることは可能である）。免責条項については
現状を改め、少なくともチケット購入前の明示的
な表示が必要となる 13）。チケット裏に記載され
たファウルボールの警告は、本判決にいう通常の
観客に関する限り、現状のままでも球団に不利に
働くわけではない。しかし、本件のように安全配
慮義務違反が問題となる場合がある。観客がチ
ケット購入前に危険性を具体的かつ明確に認識で
きるよう、告知の仕方を改めるべきである。最後
に、本件のような招待企画については、本判決の
指摘する特別の措置が必要となる。
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